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都市計画の変更について

（１）経緯と概要

（２）地区計画の変更について

（３）都市計画変更のスケジュール（予定）



■富士見上南畑地区地区計画

〇当初決定 令和４年２月２８日

〇第１回変更 令和５年４月２８日

（理由）設計変更に伴う、地区施設の一部変更

◎今回の変更 令和６年２月２９日（予定）

（理由）建築基準法に基づく条例化に伴う、

計画書の文言の一部変更

（１）経緯と概要

p.1



富士見上南畑地区
・令和４年２月２８日地区計画当初決定
・令和５年４月２８日変更

（２）地区計画の変更について

p.2

○地区の位置



○変更内容（新旧対照）
新 旧

建築物の
建蔽率の最高限度

６０％
ただし、建築基準法第５３条第３項第

１号に該当する建築物にあっては７０％
とする。

６０％
（建築基準法第５３条第３項第２号に定
める街区の角にある敷地又はこれに準ず
る敷地に建築する建築物についても同様
とする。）

「適用する例外規定」を明記 「適用しない例外規定」を記載

・建築物の建蔽率の最高限度は６０％とする。
・ただし…

○変更理由
と、地区計画の制限内容を一致させるため。

建築基準法
第５３条第３項

第１号に該当する建築物（防火地域内の耐火建築物等、準防火地域内にある耐火
または準耐火建築物等）にあっては、建蔽率の最高限度に１０％を加える。

第２号に該当する建築物（角地内にある建築物）にあっては、建蔽率の最高限度
に１０％を加える。

【建築条例化による制限内容】

【建築条例化による制限内容】

（２）地区計画の変更について
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その他誤記修正等、一部表記の変更を予定しています。



（３）都市計画変更のスケジュール（予定）

p.4

○地区計画の変更スケジュール

※法＝都市計画法
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